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Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、
「POWERFUL SOUL」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Penicillin X」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「PLASMA α」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、「華鳥
風月」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、「祭」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「天
狗」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「VIP
classic fusion」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「S.P.D」と表示のある製品で
あって、その内容物が固体のも
の。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、
「R.E.D」と表示のある製品で
あって、その内容物が固体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Blue
Mex」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固体のもの。

　次の写真に示すとおり、「N.Y」
と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「BADGUY」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、「HOT
DOG」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「RABBIT EYE」と表示のある
製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「蒼
龍」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Ascension」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「Q2
FORCE」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Love Game」と表示のある
製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「meditation」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

　次の写真に示すとおり、「God
Eye」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「Trip
Master」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「WAVER」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「華濡
れる」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fuck
Man」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「Rave
Ⅵ」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Dream Catcher」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Erotica」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Forever」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、「Black
Kraft」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「HEY!
」と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「FULA FULA」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「BLUE THUNDER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、
「JESUS」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「E.M.A」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Innovation」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「White Bubble」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、「Fly
MAX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「One
More」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Romance」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「SM
Revenge」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「HONEY SWEET MONSTER」
と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「PUNK STAR」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「JF.V5」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Precious Night」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「Sex
Mate」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Bunny Hop」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MONSTER」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「BLACK HORSE」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、「Σ」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「THE
EVEREST」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「MAGIC CANDY」と表示のある
製品であって、その内容物が固
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「THE
TRAVELER」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、
「BOURBON」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Flower Shot」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Diabolo」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「My
Love」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真に示すとおり、
「dizzy」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Sex
Juice」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「iTTE369」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「H.T.Z Matrix」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真に示すとおり、
「Galileo」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「CAROL♡」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「MASKED PARTY
HALLOWEEN 2017.」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Halloween CRUISING
HALLOWEEN 2017.」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真に示すとおり、「BAT
the Monster HALLOWEEN
2017.」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「HALLOWEEN SET-A」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「HALLOWEEN SET-B」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「HALLOWEEN SET-C」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真を付して、「BAT
SET」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「BANDERAS」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Dystopia」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「JACK THE MAZE
HALLOWEEN 2017.」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　次の写真に示すとおり、
「JACK THE KNIGHT
HALLOWEEN 2017.」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、
「domestic」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「とろと
ろ拡張」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Tropical trip powder」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　次の写真に示すとおり、「悶絶
ぐちゃぐちゃ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「恍惚
けつまん」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「逆ア
ナル昇天」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「熊男
生掘り」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。
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（８１） （８２） （８３） （８４）

　次の写真に示すとおり、「五感
ビンビン」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「UPPER　TIME」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「四十
八手」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「cool
lesbian」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（８５）

　次の写真を付して、
「biodegradable」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。
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